
 

件   名  
亀山市人事行政の運営等の状況
の公表に関する条例の一部を改
正する条例  

企画総務部 
人事情報室 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律」（平成２６

年法律第３４号）により地方公務員法が改正され、平成２８年４月１日から

施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。  

２ 改正内容  

地方公務員法第５８条の２第１項の規定に基づき条例で定める人事行政の

運営等の状況の公表について、任命権者が市長に対し報告しなければならな

い事項を次のとおり改めます。 ＜第３条関係＞  

（１）職員の人事評価、休業及び退職管理の状況を加えます。  

（２）職員の勤務成績の評定の状況を削ります。  

３ その他  

施行日は、平成２８年４月１日とします。  

 
 



亀山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。  

  平成２８年３月２９日  

       亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市条例第８号  

 

亀山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を

改正する条例  

 

 亀山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１８年

亀山市条例第１号）の一部を次のように改正する。  

 第３条中第８号を第１１号とし、第７号を第１０号とし、同条第

６号中「及び勤務成績の評定」を削り、同号を同条第９号とし、同

条中第５号を第７号とし、同号の次に次の１号を加える。  

（８）職員の退職管理の状況  

 第３条中第４号を第６号とし、第３号を第４号とし、同号の次に

次の１号を加える。  

（５）職員の休業の状況  

 第３条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。  

（２）職員の人事評価の状況  

附  則  

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  


